
主な仕事の内容 

 土地・建物や会社などの登記事項について，審査・判
断の上，登記情報システムに登録し，国民に公示するこ
とで，取引の安全と円滑を図っています。 

 国の利害に関係ある争訟について，国の代理人として
訴訟活動を行っています。また，法律問題について，行
政庁からの照会に応じて法律的見解を述べたり助言を
行っています。 

 市（区）役所又は町村役場で取り扱っている戸籍事務
が適正に行われるよう，市（区）町村に対し，助言・指示
等を行っています。また，外国人の帰化や国籍取得など
の国籍に関する業務も行っています。 

 家賃の供託や選挙に立候補するための供託など，国
民の権利保全や紛争予防等のための役割を果たしてい
ます。 

土地を測量する様子 

 国民の人権を擁護するために，調査・救済・啓発等の
活動を行って，全ての人々の人権が尊重される平和で
豊かな社会の実現を目指しています。 

小学校での人権啓発活動の様子 模擬裁判の様子 

登記 

人権擁護 

訟務 

戸籍・国籍 

供託 

出生 

死亡 

出生：戸籍 

子どもに関する人権問題： 
人権擁護 

賃料トラブル：供託 

婚姻：戸籍 

マイホーム購入: 
不動産登記 

会社経営：商業登記 

死亡：戸籍 

相続：不動産登記 



 法務局では，仕事と育児等の両立をしている職員はもちろん，全職員のワークライフ
バランスの推進に力を入れており，次のような取組を行っています。 

採用後の処遇 

採用 
中等科
研修 

（２か月） 

実務経験 

５年 

専修科研
修 

（２か月） 

実務経験 

数年 

高等科研
修（３か
月）ほか 

ワークライフバランス 

野球部 テニス

中等科研修の様子 

 採用となった（地方）法務局本局の各課・部門又は出先機関（支局・出張所）のいずれか
に配属されます。 

 法務局職員として，職務に必要な知識・技能を修得するために，採用１年目に中等科研

修（約２か月間），５年経過後に専修科研修（約２か月間）が用意されています（一般職試

験（大卒程度試験）の場合）。 
 また，将来の幹部職員や専門分野の指導的職員を養成するため，高等科研修（約３か
月間），専攻科研修（約１か月間），中央測量講習（約５か月間）など充実した研修が多数
実施されています。 

 採用された局の管轄を中心として，幅広く事

務を経験できるよう，２，３年のサイクルで異

動します。 
 また，本人の能力や希望等により，他県の

法務局や法務本省に異動することもあります。 

   さらに，法務局では，様々なサークル活動も行っており，ワークライフバランスの充実
と職員間のコミュニケーションに一役買っています。 

☆超過勤務の縮減，年次休暇の取得促進 
☆マンスリー休暇の取得率向上 
☆フレックスタイム，早出遅出出勤制度の活用 

Ｑ１ どこに配属されますか？ 

Ｑ2  研修制度はどうなっていますか？ 

Ｑ３  転勤はどれくらいありますか？ 
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